
平成 29 年度 鳥取県立倉吉東高等学校育友会 役員の選出方法 

 

平成 29 年度の育友会役員の選出方法については、次のとおりとする。  

 

  （１）役員（会長、副会長、会計、監事）希望者を公募（自薦・他薦を問わない）する。 

公募期間は、新年度の始業日(ただし、新１年生の保護者にあっては、３月の合格者登

校日から入学日まで)。 

なお、他薦の場合は、本人に同意が必要。 

（２）運営委員会を開催し、役員希望者を交え協議の上、役員(事務局)案を作成。 

（３）役員案を５月に開催する育友会総会に諮り、選出する。 

 

 
 

 

第一章 総則  

第１条 本会は鳥取県立倉吉東高等学校育友会とし、事務局を本校に置く。  

第２条 本会は学校教育目的の達成のために協力すると共に、家庭教育及び社会教育の振

興を図ることを目的とする。  

第３条 本会は、第２条の目的を達成するために下記の事業を行う。  

 １．学校と家庭との連絡を図り、併せて、家庭教育及び社会教育を改善すること  

 ２．学校施設の充実、環境整備の援助をすること  

 ３．教職員の研究活動の援助をすること  

 ４．会員相互の研修親睦を図ること  

 ５．生徒会活動等の学校行事に協力すること  

 ６．その他必要な事業 

（略） 

第三章 役員  

第５条 本会に次の役員を置く。  

 会長 １名  副会長４名  委員長４名  書記１名 会計 １名  監事 ２名  評議員・常

任評議員 若干名 幹事 １名  

 ２．会長・副会長・委員長・書記･会計及び監事は総会で承認を得るものとする。  

（略）   

第６条 役員の任期は１年とする。ただし、評議員の任期は３年とする。なお、補欠により就任

した者の任期は前任者の残任期間とする。  

第７条 役員の任務は次のとおりとする。  

 １．会長は本会を代表し、会務を総括する  

 ２．副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する  

 ３．委員長は委員会の会務を行う  

 ４．書記は本会の事務を処理する  

 ５．会計は本会の会計を処理する  

 ６．監事は本会の会計を監査する  

（略） 

第六章 委員会  

第 11 条 本会は第３条に規定する事業を行うため、次の専門委員会を置く。  

   広報委員会 人権教育推進委員会 健全育成委員会 ホームページ運営委員会 

 ２．各委員会（ホームページ運営委員会を除く）は、評議員又は会員のうちより会長が委嘱す

る委員若干名で構成し、正副委員長を置く。  

 ３．ホームページ運営委員会は、本会の情報発信をインターネットにおいて行うため、会員の

うちより会長が委嘱する委員若干名で構成し、正副委員長を置く。 

４．正副委員長は委員のうちより互選する。  

５．委員の任期は３年とする。ただし、委員長及び副委員長の任期は１年とし、再任は妨げな

い。なお、補欠により就任したものの任期は前任者の任期とする。 

 


